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１７５０年１７５０年 ：： ２８０２８０ ppmppm
　　　　　　　　　　　　↓↓
２０００２０００年年 ：： ３６８３６８ ppmppm

人類誕生以来の最高値人類誕生以来の最高値

大気中の二大気中の二酸化炭素酸化炭素濃度の変化濃度の変化

二酸化炭素濃度は、二酸化炭素濃度は、
産業革命以降増加産業革命以降増加

ＣＯ２は
近年増加

１．地球温暖化問題について

※IPCC（気候変動に関する政府間パネル）：1988年11月、WMO（世界気象機関）とUNEP（国連環境計画）の共催により、地球温
暖化問題を政府レベルで検討する場として設立。人為的な気候変動のリスクに関する最新の科学的・技術的・社会経済
的な知見を集約し、各国政府への助言を目的とする政府間機構。

（IPCC第３次評価報告書（2001年9月）より）

（２１００（２１００年年 には５４０－９７０には５４０－９７０ ppmppmにに

達するとの予測）達するとの予測）
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今後強力な対策がとられない場合、今後強力な対策がとられない場合、
２１００年までに２１００年までに最大５．８℃上昇最大５．８℃上昇

異常気象の頻度・規模異常気象の頻度・規模
が激化が激化

気温上昇の将来予測気温上昇の将来予測

（IPCC第３次評価報告書（2001年9月）より）
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先進国全体で少なくとも基準年の５％の削減

日本－６％日本－６％、アメリカ－７％、ＥＵ－８％

数 値 目 標

２００８年～２０１２年目 標 期 間

１９９０年（HFC､PFC､SF6は１９９５年）基　 準　 年

CO2，CH4，N2O，HFC，PFC，SF6対 象 ガ ス

１９９７年１２月に採択

日本は２００２年６月に締結

経　　　　緯

京都議定書京都議定書

　長期的・継続的な温室効果ガスの排出削減の第一歩として、先進国等（※）の温室効果ガス
の排出量について法的拘束力のある数値目標を設定

（※）先進国及びロシア等旧ソ連諸国、東欧諸国等の市場経済移行国（気候変動枠組条約附属書Ⅰ国）

　　　　　米国、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、ニュージーランド、アイスランド、日本、ロシア、EU15ヶ国、

　　　　　ポーランド、ルーマニア、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ハンガリー、スイス、スロベニア、エストニア、

　　　　　ラトビア、リトアニア、ウクライナ、リヒテンシュタイン、モナコ、クロアチア
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京都議定書の発効要件京都議定書の発効要件

○以下の両方の条件を満たした後、９０日後
に発効。

＜1990年の付属書Ⅰ国の二酸化炭素排出割合＞

①55カ国以上の国が締結
（本年9月2日現在で115ヶ国＋EU）

②締結した付属書Ⅰ国の1990年における合

計二酸化炭素排出量が、全付属書Ⅰ国
の合計排出量の55%以上

（同44.2%）

○したがって、ロシアが批准すれば発効すること
になるので、ロシアの動向に関心が集まって
いる。

　日露外相会談（平成15年9月23日）
　　 川口外相が批准の見通しについて質問したところ、イワ

ノフ外相は、「11月6日に予定されているロシアEUサミッ
ト後に決定される可能性がある。」と回答。

　世界気候変動会議(平成15年9月29日～10月3日)
　　 プーチン大統領が冒頭挨拶のなかで、「京都議定書の批

准については、詳細に検討した後、ロシアの国益に従っ
て決定する。」と発言。
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第３ステップ
2008年～2012年

（第１約束期間）

第２ステップ
2005年～

第１ステップ
2002年～

第１ステップから講じる施策

評価見直し
第２ステップから講じる施策

第３ステップから講じる施策

６％削減約束の確実な達成６％削減約束の確実な達成６％削減約束の確実な達成

２００７年２００７年

２００４年２００４年

評価見直し

※削減目標は、約束期間
（5年間）の平均値にお
いて6%削減。

地球温暖化対策推進大綱地球温暖化対策推進大綱（平成（平成1414年年33月地球温暖化対策推進本部決定）月地球温暖化対策推進本部決定）

～実施状況の定量的評価・見直し～～実施状況の定量的評価・見直し～

２．地球温暖化対策推進大綱について

「地球温暖化対策推進大綱」
　京都議定書の６％削減約束の達成に向けた具体的裏付けのある対策の全体像を示すとともに、温室効果ガスの種類
その他の区分ごとに目標並びに対策及びその実施スケジュールを記述。併せて個々の対策についての我が国全体にお
ける導入目標量、排出削減見込み量及び対策を推進するための施策を策定。
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地球温暖化対策推進大綱における区分ごとの目標値地球温暖化対策推進大綱における区分ごとの目標値

非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素　（下水汚泥の高温燃焼等）

革新的技術開発及び国民各層による活動　（CO2貯留・固定技術、節電等）

代替フロン等３ガス　（代替物質の開発等）

吸収量の確保　（都市緑化等）

±０．０％

▲０．５％

▲２．０％

＋２．０％

▲３．９％（吸収）

区　　　分 目標値（2010年）※

［対1990年比］

エネルギー起源二酸化炭素　（部門別の目標は1990年度の各部門別の排出量からの削減割合）

製造業（工場）、農
林水産業、鉱業、建
設業

業務その他：事務所、ビル、
サービス業施設等 自動車（自家用車を含む）、

船舶、航空機、鉄道

▲７％ ＋１７％

（1995年度の排出量と同程度）
▲２％

産業部門 民生部門 運輸部門

家庭：家庭における燃料・
電力の使用

　　　　(自家用車除く）

※目標値の合計は▲4.4%。不足分は京都メカニズム（ＣＤＭ等）の活用を想定
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（出典：中央環境審議会地球環境部会資料）

＋６．９％ ＋７％

－６％

基準年 １９９９年 ２０１０年

総
排

出
量

　現在の地球温暖化対策推進大綱（以下「現大綱」という。）が策定された2002年３月当時の最新（1999年度）の我が国の温室効果ガス

排出量は、京都議定書の基準年排出量を約６．９％上回っていた。
　また、2010年までの経済成長率、人口、世帯数等の各種経済フレームの伸びに応じて、基準年と比べて温室効果ガスの排出量は大幅
に増加すると見込まれたことから、1998年の地球温暖化対策推進大綱（以下「旧大綱」という。）に掲げられた「現行対策」による削減効
果を見込んでも、2010年の排出量は基準年を７％上回る見通しとなった。

　そこで、京都議定書の締結に万全を期すため、現大綱においては、「現行対策」に加え、＋７％に京都議定書の削減約束である６％を
加えた基準年比１３％分の排出量を削減する「追加対策」を掲げた。

現在の地球温暖化対策推進大綱の策定当時の前提
　現大綱は、既存の現行対策を実施した場合の将来の排出量と２０１０年の目標達成に必要な排出量との差を埋める形で、

追加対策を規定して策定。

2002年時点での

現行対策
Ｘ％分

2002年時点での

追加対策
１３％分

　対策を実現する政策手段を
規定した「施策」
例：規制、税制、融資、補助

例）
・原発
・経団連自主行動計画
・住宅省エネ性能の向上　　
　　　　　　　　　　　　　　等

例）
・燃料転換
・京都メカニズム
・吸収源
・国民各界の取組　　　　等

経済成長率、人口、世帯数
等の各種経済フレームの変
化による排出増　
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地球温暖化対策推進大綱の構成
・大綱は、削減量を規定する「対策（現行対策と追加対策）」、及びそれを実現するための各種
政策手段を規定する「施策」という形で構成。

・施策の実施により全ての対策が実現されれば、必要な削減量が確保。

 
 現行対策とその削減量 追加対策とその削減量 国等の施策 

（現行○追加◎） 
Ⅰ．一般国民による取組 

民

生

部

門 

○ 冷房温度の 28℃への引き

上げ、暖房温度の 20℃以下

への引き下げ＜30％＞（約

44～85 万 t-CO2） 

 

○ 省エネ法で定められた特定

機器以外の機器に関し、よ

りエネルギー消費量の小さ

い製品への積極的な買い替

え及び利用（354～412 万

t-CO2） 

 

・白熱灯を電球形蛍光灯にと

りかえる＜60%＞（74～141

万 t-CO2） 

・電力消費量の小さい電子レ

ンジへの買い換え＜30%＞

（35～68 万 t-CO2） 

・食器洗い機の導入（湯の消

費量の節減）＜40%＞ 

  （160～118 万 t-CO2） 

・節水シャワーヘッドの導入

＜30％＞（85万 t-CO2） 
  
 
 
 
 
○ 脱温暖化型のライフスタイ

ルの実践＜30%＞（約 676
～937 万 t-CO2） 

・ 家族が同じ部屋で団らん

し、暖房と照明の利用を２

割減らす（341～467 万

t-CO2） 
・ テレビ番組を選び、１日１

時間テレビ利用を減らす

（19～35 万 t-CO2） 
・ シャワーを１日１分家族

全員が減らす（93万 t-CO2） 

・ 冷蔵庫の効率的使用（15～

28 万 t-CO2）

◎「環の国くらし会議」の提案

を踏まえた情報の提供、モデ

ル事業等の推進 

◎「温暖化対策診断」の実施 

◎全国地球温暖化防止活動推

進センター及び都道府県地

球温暖化防止活動推進セン

ターによる情報提供等 

◎「地球温暖化対策地域協議

会」を通じた地域での取組の

推進 

◎各種地域組織を通じた広報、

情報提供等 

○教育・啓発及び情報提供体制

の整備 

○環境家計簿、省エネ家計簿の

配布 

○広報の強化 
○民生用機器に関する情報提

供 

○製品等に関する環境情報の

整備・分析、提供 

注：現大綱「国民各界各層の更なる地球温暖化防止活動の推進」より一部抜粋

現大綱は、１１の表を主要な構成要素としており、それぞれの表は、
－　定量的な排出削減見込み量（○万ｔ-CO2）や導入目標量（○万kl、○％等）を有する「現行対策」や「追加対策」と、

－　対策を実現するための各種政策手段としての規制、税制、融資、補助等を掲げた「施策」
の３列で構成されている。

（出典：中央環境審議会地球環境部会資料）
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１．基本的考え方

　第１約束期間までの社会経済動向の見通しが不透明である中で、本大綱の
実効性を確保し、京都議定書の約束を確実に達成していくためには、第２ス
テップ開始前及び第３ステップ開始前に、温室効果ガスの種類その他の区分
ごとの目標の達成状況、個別の対策についての我が国全体における導入目標
量・排出削減見込み量の達成状況、本大綱に盛り込まれた施策の進捗状況等
に加え、各主体による排出削減に向けた取組の積み重ねと今後の課題を適正
に評価し、必要な対策の見直し又は追加を行うこと等、柔軟に対策・施策の
見直しを行うことが不可欠である。
　この際、この大綱の前提とした各種経済フレームについても必要に応じて
評価・見直しを行った上で、当該評価・見直し結果を踏まえて柔軟に対策・
施策の見直しを行うことが適当である。
このため、地球温暖化対策推進本部は、毎年、地球温暖化対策の具体的措置
の推進状況を点検するとともに、2004年及び2007年に本大綱の内容の見直し

を行う。その際、「地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会
議」において、地球温暖化対策として講じる個別の措置の進捗状況及び本大
綱の評価・見直しについて、委員の意見を聴取する。

　　　　　　　　　　　　　　　　「地球温暖化対策推進大綱」より抜粋

第５　定量的な評価・見直しの仕組み　

地球温暖化対策推進大綱の見直しについて地球温暖化対策推進大綱の見直しについて
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部門別二酸化炭素排出量の推移

単位：
百万ｔ

90 95 2001
（年度）

100

200

300

400

500

産業：▲5.1%

運輸：＋22.8%

家庭：＋19.4%

2010

住宅：
省エネ住宅の普及（断熱性の向上）

・低公害車の開発・普及：

　　　省エネ法改正（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ方式導
入）、自動車税制のｸﾞﾘｰﾝ化等

・交通流対策

・モーダルシフト、物流の効率化

・公共交通機関の利用促進

【2001年排出量の90年度比増減割合】

運輸・建築物・住宅分野における対策

業務その他：＋30.9%

2001年度の我が国の温室効果ガス排出量は12億9900万t-CO2＝1990年（基準年）比約5.2％増

　　→19901990年比６％削減約束年比６％削減約束達成には、2001年度から約約1111％相当分の排出削減％相当分の排出削減

　　　　　　 　　（3.9%分の森林・都市緑化等による吸収を含む）が必要

建築物：
省エネ法改正強化（断熱性の向上、
空調設備等の効率化）
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国土交通省の地球温暖化対策
運輸部門

運輸部門の二酸化炭素排出については、
　○　９５年並みの水準（９０年比１７％増）への抑制が目標
　○　９５年以降は伸び率鈍化傾向
　○　全体の８８％を占め、増加を続ける自動車部門の対策が最重要課題

民生部門（住宅・建築物）

住　宅住　宅

建築物建築物

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

約３５６０万ｔ
CO2削減

一酸化二窒素（笑気ガス）対策

[一酸化二窒素の温暖化効果は二酸化炭素の３１０倍]

下水汚泥の高温燃焼
（８５０℃）等

約２００万ｔ
CO2削減

二酸化炭素吸収源対策

都市緑化等の推進 約２８万ｔ
CO2吸収

低公害車
開発・普及等

（約２０６０万ｔ）

交通流対策
（約８９０万ｔ）

自動車交通対策
（約２９５０万ｔ）

モーダルシフト・
物流の効率化等

（約９１０万ｔ）

公共交通機関の
利用促進等
（約６７０万ｔ）

環境負荷の小さい交通体系の構築
（約１５８０万ｔ）

約４６００万ｔ
CO2削減

ＩＴＳの推進

路上工事の
縮減等

海上輸送の競争力強化
鉄道貨物輸送力の強化
トラック大型化及びその対応等

TDM
都市鉄道の整備

ICカード導入
乗り継ぎ改善等

この他、交通流の円滑
化を図るため、幹線道路
ネットワークの整備等を
着実に実施

国民運動・
エコドライブの推進

（約１００万ｔ）

自動車税の
グリーン化

燃料電池自動車
等

３．社会資本整備分野の地球温暖化対策について

住　 宅：　920万ｔ　住宅性能表示制度の整備、
　　　　　　　　　　 　住宅金融公庫の割増融資等
建築物：2,640万ｔ　省エネ法に基づく指導（省エネ法

　　 の改正強化）、日本政策投資銀行
　　 の低利融資等



　断熱性の向上、空調設備等の効率化　

住宅性能表示制度
の整備

住宅性能表示制度
の整備

住宅金融公庫の
割増融資　等

住宅金融公庫の
割増融資　等

住　　　宅

省エネ法の平成11年基準（平成11年改定）を満たす住

宅の整備

2008年度：新築住宅の５割を目標

省エネ法に基づく指導
（省エネ法の改正強化）

省エネ法に基づく指導
（省エネ法の改正強化）

日本政策投資銀行
の低利融資　等

日本政策投資銀行
の低利融資　等

建　築　物

省エネ法の平成11年基準（平成11年改定）を満たす建

築物の整備

2006年度：新築建築物の８割を目標

　民生部門においては、住宅・建築物の設計・施工上の対策、機器効率の向上による対策等によりエネルギー消費に
伴うＣＯ２排出量を削減。
　国土交通省においては、住宅・建築物の断熱性の向上、空調・照明・給湯等の設備における省エネルギー性能の
向上といった設計・施工上の対策を実施。　（ＣＯ２削減量３５６０万ｔ ）

住宅・建築物に係る地球温暖化対策

　（ＣＯ２削減量９２０万ｔ ） 　（ＣＯ２削減量２，６４０万ｔ ）

　さらに、建築物の環境性能と環境負荷低減性の両面について総合的に評価する「建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）」の開発・

普及を推進することにより、地球温暖化対策をより一層推進

　断熱性の向上　

　（１）　民生部門における対策（住宅・建築物）

12
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京都議定書の目標と住宅・建築物に係る省エネルギー対策

１．地球温暖化対策

1

 

 

 

 

 

 

 

     1990           2                    2010 

 

 

 

○地球温暖化対策推進大綱における京都議定書

の温室効果ガス排出量６％削減目標の達成に向

けた方針 

▲６．０％ 対       策 

ＣＯ２、メタン、亜酸化窒素の排出

抑制 

①０％：エネルギー起源のＣＯ２の

排出抑制 

②▲０．５％：メタン、亜酸化窒

素、工業過程及び廃棄物等からの

ＣＯ２の排出抑制 

▲２．５％

③▲ ２％：革新的技術開発、国

民各層による更なる努力 

＋２．０％ 代替フロン等３ガス（ＨＦＣ、Ｐ

ＦＣ、ＳＦ６）の排出抑制 

▲３．９％ 森林等吸収源（シンク）による吸

収 

 

▲１．６％ 京都メカニズム（排出量取引、共

同 実施 、 グリ ー ン開 発 メ カニ ズ

ム） 

の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策別の省エネ量（万 kl(原油換算)) 

対策 量 

住宅・建築物の省エネ

性能の向上 

860 

住宅:300 

建築:560 

機器効率の改善(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

ﾅｰ) 

660 

高効率機器の普及 50 

待機消費電力の削減 40 

ビル管理等の改善 250 

計 1860 

 

○エネルギー消費の伸びを＋１５％

までに抑制 

・エネルギー消費量の 1990 年度比 

 目標(2010 年度) 1999 年度

産業 + 1% +8% 

民生 +41% +23% 

家庭 +26% +19% 

業務 +62% +27% 

運輸 +18% +25% 

計 +15% +15% 

        

○新エネルギー、燃料転換分野での効率化

 

○エネルギー起源のＣＯ２の排出の伸び０％ 

 目標(2010 年度) 1999 年度

産業 -7%  

民生 -2%  

運輸 +17%  

計 ０％ +9% 

新大綱

Co2 換 算 す

ると 

3560 万ｔ

住宅： 920

建築：2640

対策別の省エネ量（万kl（原油換算））
対策 量

860
住宅：300

建築物：560

機器効率の改善（トッ
プランナー）

660

高効率機器の普及 50
待機消費電力の削減 40

技術開発及びその成果
の普及

50

ビル管理等の改善 250

計 1910

住宅・建築物の省エネ
性能の向上

13



　　平成4年（1992年）省エネ基準対応　　　 　平成11年（1999年）省エネ基準対応

（注１）当該年度に建築確認された建築物（2,000㎡以上）のうち、省エネ

　　　　基準に適合している建築物の床面積の割合（住宅局調べ）
（注２）平成11年に省エネ基準強化

（参考）新築建築物の省エネ基準
         適合率の推移

38 40

34 34 35

55

0

10
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60

1996 1997 1998 1999 2000 2001

年度

（
単

位

：

％

）

目標：2006年度に新築建築物の８割が平成11年（1999年）基準を達成

　　平成5年（1993年）省エネ基準対応　　　 平成11年（1999年）省エネ基準対応

（注１）当該年度の住宅金融公庫融資住宅のうち、省エネ基準に
　　　　適合している住宅の戸数の割合（住宅金融公庫調べ）
（注２）平成11年（1999年）に省エネ基準強化

14 .813 .1
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（
単
位
：
％

）

（参考）　公庫融資住宅における
　　　　　　　省エネ基準適合率の推移

目標：2008年度に新築住宅の５割が平成11年（1999年）基準を達成

1992    1993    1994   1995   1996   1997   1998  1999   2000   2001　 2002

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
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住宅・建築物における省エネルギー対策の具体例

○住宅における省エネルギー対策の具体例

断熱工事とする部分断熱工事とする部分

 

機械室 

エントランスホール

事務室 湯沸室 

（コア部分）

◇日射量のコントロール 
 

 

 

◇空気調和・換気設備 
・空調部分の個別コントロール 

 → 使用していない部分の

空調は行わない 

・配管の断熱 

◇給湯設備 
・ 省エネ型機器の採用 

・ 配管の断熱 

◇エレベーター 
省エネ型機器の採用 

◇照明 
・周辺の明るさに対応した制御 

・高効率照明の採用 

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側 屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小 

断熱材 熱 

ダクト 

EV

機械室 

○建築物における省エネルギー対策の具体例
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敷地境界

近隣建物

近隣建物

建築物の環境負荷（＝Ｌ）の低減性

（室内環境、サービス性能、室外環境）

建築物の環境品質・性能（＝Ｑ）

(エネルギー、資源・マテリアル、敷地外環境)

境界から外部への配意・騒音・
廃熱・排水など

敷地外への土壌汚染

資源消費、CO2排出など

建築物総合環境評価システム（CASBEE）
Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

建築物の環境性能効率(BEE)＝ Ｑ

Ｌ

境界外

境界内

(参　　考)
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○高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進　　（約３７０万ｔ-CO2）　　
　　　　ＶＩＣＳの普及促進、ＥＴＣの利用促進

○自動車交通需要の調整　　（約７０万ｔ-CO2 ） 　
　　　 自転車の利用環境の整備の推進

○路上工事の縮減　 　（約４０万ｔ-CO2 ） 　　　

【具体的な主要対策】

0

20

40

60

80

20 40 60 80

Ｃ
Ｏ

２
排

出
量

( g
-C

/k
m

)

旅行速度 (km/h)

【ＣＯ２排出量と走行速度の関係】我が国における二酸化炭素排出量に占める運輸部
門の割合は、約２割であり、その約９割が自動車か
らの排出

①自動車単体の低燃費化
②自動車交通需要の抑制　
③交通容量の拡大　　　　　　

【道路行政におけるＣＯ２排出量削減の基本方針】

環状道路等幹線道路ネットワークの整備を着実に進めていくことを前提として施策を実施

（２）　運輸部門における対策（交通流対策）

※（　）内の値は「地球温暖化対策推進大綱」に記載されたＣＯ２排出削減見込み量



18

道路整備は重要な地球温暖化対策

211百万t-CO2

200

250

300

350

1990 1995 2000 2005 2010 年

二
酸

化
炭

素
排

出
量

（
百

万
ｔ-

C
O

2
）

-

-
道路整備を行

わなかった場合

道路整備を

行った場合

新たな対策を講

じた場合

運輸部門における

ＣＯ
２
排出量の推移

道路ネットワークの整備

低公害車の開発・普及等

交通流対策

モーダルシフト・物流の効率化等

公共交通機関の利用促進等

その他　

約35百万t-CO2
（約1000万t-C）

約46百万t-CO2
（約1300万t-C）

296百万t-CO2

250百万t-CO2

○ 道路ネットワーク整備は、走行速度を向上させ、CO2の排出を削減する。

道路整備によるCO2削減効果は 約35百万t-CO2（約1000百万t-C）
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●下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化により、
2010年まで現行の燃焼方式を継続した場合と比較
して、CO２換算で約140万ｔの温室効果ガスを削減。

●下水道等の普及による汚水処理の高度化により、
普及しない場合に比べてCO２換算で約70万ｔの温
室効果ガスを削減。（下水道で約60万ｔ）

　　　　　　　　　　（地球温暖化対策推進大綱）

●下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化により、
2010年まで現行の燃焼方式を継続した場合と比較
して、CO２換算で約140万ｔの温室効果ガスを削減。

●下水道等の普及による汚水処理の高度化により、
普及しない場合に比べてCO２換算で約70万ｔの温
室効果ガスを削減。（下水道で約60万ｔ）

　　　　　　　　　　（地球温暖化対策推進大綱）

●「下水道施設計画・設計指針」において適正な燃
　焼温度管理を明記することにより、焼却炉におけ
　る高温化燃焼を導入

●「下水道施設計画・設計指針」において適正な燃
　焼温度管理を明記することにより、焼却炉におけ
　る高温化燃焼を導入

Ｎ２０
高温化燃焼

（850℃）を導入

・下水汚泥の焼却等、下水処理の過程で一酸化二窒素が生成､排出。
・一酸化二窒素の温室効果の強さは二酸化炭素の約310倍。

　　　　　　　　　　　　　　下水汚泥の高温燃焼や下水道の普及により一酸化二窒素の排出抑制を推進し、
　　　　　　　　　　　　　　地球温暖化の防止に積極的に貢献。（ＣＯ２削減量約２００万ｔ）

●一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）
　代表的な温室効果ガスの一つ。自動車の排気ガ
スなど物の燃焼のほか、窒素肥料、ナイロン原料
の製造、麻酔薬（笑気ガス）の使用からも発生。

●下水汚泥の処理形態
　我が国では焼却が最も多い。
　減量化の推進により、今後も焼却量が増加する
見込み。

●一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）
　代表的な温室効果ガスの一つ。自動車の排気ガ
スなど物の燃焼のほか、窒素肥料、ナイロン原料
の製造、麻酔薬（笑気ガス）の使用からも発生。

●下水汚泥の処理形態
　我が国では焼却が最も多い。
　減量化の推進により、今後も焼却量が増加する
見込み。

脱水汚泥
6%

コンポスト
11%

乾燥汚泥
3%

溶融ｽﾗｸﾞ
7%

焼却灰
73%

下水汚泥の処理形態（乾燥重量ベース(平成13年度)）

（３）　一酸化二窒素の排出抑制対策
　　 　　～下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等～
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（４）　吸収源対策

　植林等の二酸化炭素吸収源対策については、COP7において合意された森林経営に係る4,767万t-
CO2(対基準年排出量比約３．９％)とは別枠で「植生回復」として、都市緑化等が位置付けられる。

　このため、都市公園の整備、道路緑化、河川における緑化、港湾緑地等の公共施設の緑化や、民有
緑地の保全等、都市緑化等を積極的に推進することが必要。

吸収源対策　ー都市緑化等の推進ー

都市緑化等による二酸化炭素の吸収【推計】

　本推計値は「グリーンプラン2000（建設省H8.12）」等における高木の植樹計画に基づく試算であり、
今後、吸収量算入の対象及び算定方法等について精査、検討が必要。

（京都議定書上の位置づけ）京都議定書第３条第４項
「土地利用変化及び林業分野における温室効果ガスの吸収源による除去に関連する追加的な人為的活動」

○ 1990年以降の人為活動により増加した量が算入対象


